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デイサービスつどい (通所介護) 

重要事項説明書 

（令和３年４月１日より適用） 

 

利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

(１) 名称・所在地など 

名称 デイサービスつどい 

所在地 〒526-0823 滋賀県長浜市常喜町６７１番地 1 

事業所番号 2570301495 

通常の事業の実施地域 長浜市(平成 18年 2月 13日合併前の旧長浜市) 

米原市(旧伊吹町を除く) 

上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。 

連絡先 

 

TEL  ０７４９－５７－６８８６ 

FAX  ０７４９－５７－６９００ 

管理者 小堀 法子 

相談担当者 小堀 法子  高野 さつき   

利用定員 ３０名（１単位目２６名、２単位目４名） 

 

（２）事業の目的および運営の方針 

事業の目的 事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員および介護職員が、要介

護状態にある高齢者に対し、適正な通所介護を提供します。 

運営の方針 要介護者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限り居宅において

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、生活機能の

維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話および機能訓練を行うこ

とにより、利用者の社会的孤立感の解消および心身の機能の維持、ならび

に利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図ります。 

 

(３) 営業日および営業時間 

営業日 月曜日から土曜日 

営業時間 ８：１５～１７：１５ 

定休日：日曜日・年末年始（１２月３０日～１月３日） 

 

(４) サービス提供時間 

サービス提供時間 
１単位目 ９：００～１６：０５ 

２単位目  １３：００～１６：０５ 
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 (５) サービス事業所の設備等 

食堂兼機能訓練室 ９５．４㎡ 
静養室 １ 

相談室 １ 

機能訓練機器 
トレーニングマシン 

通信カラオケ設備 

事務室 １ 

浴室 ２（中間浴１） 

 

(６) 提供するサービス内容 

① 日常生活動作の機能訓練 

② 健康チェック  ③ 入浴   ④ 送迎   ⑤食事の提供 

 

(７) 職員の体制(主なもので兼務有り) 

 職務内容 資格 常勤 非常勤 計 

管理者 事業所の業務の管理等 介護福祉士等 １名  １名 

生活相談員 利用者・家族の相談、調整等 社会福祉士等 ２名  ２名 

介護職員 利用者の自立支援・介護等 介護職 ２名 ４名 ６名 

看護職員 利用者の看護・健康管理等 看護師  ３名 ３名 

機能訓練指導員 生活機能の改善・回復・維持等 看護師  ３名 ３名 

 

２．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

原則として、居宅サービス計画の作成を依頼されている、担当の介護支援専門員に

お申し込み下さい。 

（２）サービスの終了 

① 利用者のご都合でサービスを終了する場合 

   サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し出下さい。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

   人員不足等やむをえない事情によりサービスの提供を終了させていただく場合がご

ざいます。その場合は、終了１ヶ月前までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了 

   以下の場合は、双方の文書がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

・ 利用者が介護保険施設等に入所した場合 

・ 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が非該当(自立)と認

定された場合 

・ 利用者がお亡くなりになった場合や被保険者資格を喪失した場合 

④ その他 

 ・ 当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用

者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合においては、利用者は

文書で解約を通知することによってすぐにサービスを終了することができます。 
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・ 利用者が、サービス利用料金の支払いを２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告し

たにもかかわらず３０日以内に支払わない場合、または利用者やご家族などが当事業

所のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文

書で通知することにより、すぐにサービスを終了させていただく場合がございます。 

 

３．料金        

（１）利用料金 

  【重要事項説明書別紙】記載のとおりです。 

 

（２）利用料金の支払い方法 

毎月１５日前後に前月分の請求をいたしますので、口座引き落としでお支払いください。 

お支払いいただきますと、領収書を発行します。 

（３）証明書の交付 

  保険給付の請求のための証明書を交付します。 

（４）料金の変更 

  ① 介護報酬等の変更が行われた場合、新たな料金に基づき【重要事項説明書別紙】を

作成し交付します。 

  ② 利用者は、料金の変更に同意することが出来ない場合、事業者に対し、文書で通知

することによりこの契約を解約することができます。 

（５）キャンセル料  

【重要事項説明書別紙】記載のとおりです。 

 

４． 緊急時の対応 

緊急時には、主治医および関係機関と連携を取りながら迅速かつ適切に判断を行います。

連絡先は、契約後にお伺いいたします。 

 

５． 個人情報の取り扱い 

事業所および事業所の従事者は、正当な理由がない限り、その業務上知り得た利用者お

よび家族等の秘密を保持致します。なお、あらかじめ文書により利用者の情報について

は利用者の、家族の情報については家族代表者の同意を得ないで、利用目的の必要な範

囲を超えて個人情報を取り扱うことは致しません。利用契約終了後も同様です。また、

従業者であったものにこれらの秘密を保持させるため、従業者でなくなった後において

もこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用時の誓約書の内容とします。 
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６． サービス内容に関する苦情 

（１）当事業所ご利用者相談・苦情担当 

 担当窓口 デイサービスつどい 管理者 小堀 法子  ０７４９－５７－６８８６ 

（２）その他 

 当事業所以外に、市・県の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

※長浜市の窓口  長浜市介護保険課         ０７４９－６５－８２５２ 

※米原市の窓口  米原市高齢福祉課         ０７４９－５３－５１２２ 

※公 共 窓 口  滋賀県国民健康保険団体連合会   ０７７－５２２－００６５ 

※運営適正化委員会（あんしんなっとく委員会）    ０７７－５６７－４１０７ 

 

７．非常災害対策 

事業所は防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、非常

災害に備えるため、定期的に避難・救出等訓練を行います。 

また、非常災害の発生の際にその事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携お

よび協力を行う体制を構築するよう努めます。 

 

８．事故防止および発生時の対応 

事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生することを防止するた

めに、定期的に研修を行うなどの必要な措置を講じます。万一、事故が発生した場合は、

速やかに家族等へ連絡を行い必要な処置をするとともに記録し、その事故の原因を究明

し、再発生を防ぐ為の対策を講じます。また、必要に応じて事故内容、措置等について

滋賀県および居宅介護支援事業者等に報告します。 

事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、

損害賠償を速やかに行います。 

 

９．人権・虐待防止への配慮 

事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制

の整備を行うとともに、職員に対し、研修の機会を確保します。 

 

１０．当所の概要 

  名称 法人種別  特定非営利活動法人 つどい 

事業所名     デイサービスつどい 

事業所番号    2570301495 

管理者氏名    小堀 法子 

事業所所在地   滋賀県長浜市常喜町６７１番地１ 
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令和   年   月   日 

 本書面に基づいて、重要な事項を説明しました。 

事業者 

 所在地  滋賀県長浜市常喜町６７１番地１ 

 事業所名 デイサービスつどい 

  管理者  小堀 法子  印 

担当                印 

 

 

私は、本書面により事業所から重要な事項の説明を受けました。 

 (本人) 

住所                          

 

氏名                        印 

 

(代理人等) 

住所                          

 

氏名                        印 (続柄)    

 


